
2　法人県民税

②

分割 本 県 本 店 分 0 0 0 0

法人 他 県 本 店 分 0 6 0 241

35 3 6 19

小 計 35 9 6 260

0 0 0 0

1 0 0 0

-             -              -             -             

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

36 9 6 260

均

納税

資

⑦ ⑨ ⑧+⑨

分割 本 県 本 店 分 18,576 0 401,334 4,210 405,544 669 10 13

法人 他 県 本 店 分 35,053 0 874,243 4,830 879,073 2,409 417 221

48,916 0 673,911 6,807 680,718 15,112 2 7

小 計 102,545 0 1,949,488 15,847 1,965,335 18,190 429 241

0 -              45,433 123 45,556 712 12 11

0 -              5,313 74 5,387 1,889 0 0

-            -              -                 -              -               17 3 2

0 -              196 2 198 105 0 0

106 -              795 30 825 314 0 0

0 0 0 0 0 -            -             -             

0 0 0 0 0 -            -             -             

102,651 0 2,001,225 16,076 2,017,301 21,227 444 254

（注） １　この欄は、当該年度の法人税割額または均等割として調定されたものについて作成した。
２　確定法人税割額欄には、現事業年度分（令和２年２月１日から令和３年１月３１日までの間に終了する事業年度分をいう。以下同じ）に係る
　　事業年度数および確定申告税額（修正申告、更正・決定並びに確定申告および決定のない中間申告額（既還付請求利子割額が過大で
　　ある場合の納付額を除く。）を含む。）を記載した。
３　事業年度数は１年、６月等の事業年度区別にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上した。
　　なお、確定法人税割額の事業年度数において、確定申告、修正申告、更正または決定の処理がなされたものについては、最終の段階で
　　１件とした。
４　均等割の納税義務者数は、当該年度中に現事業年度分について確定申告した者および決定した者の合計により記載し、同一法人で２以上
　　の事業年度については、一納税義務者とした。　
５　「公益法人等」とは、法人税法別表第１および別表第２に掲げる法人をいう。

現事業
年度分
調定額

⑧
①＋②－③
＋④＋⑤
＋⑥＋⑦

0

2,624,561

787

0

45,340

5,313

-                               

196

20,083

確定申告の
あったもの

546,061

1,149,795

877,069

2,572,925

455

-                               

106

536

0

0

確定申告の
あったもの

673

2,435

15,165

18,273

713

合 計

寮等のみを有する法人

人 格 な き 社 団 等

清 算 法 人

特 定 信 託

法 人 課 税 信 託

区 分

特 別 法 人

公 益 法 人 等

普
通
法
人

県 内 法 人

合 計

寮等のみを有する法人

人 格 な き 社 団 等

清 算 法 人

特 定 信 託

県 内 法 人

確定申告の
ないもの

法 人 課 税 信 託

公 益 法 人 等

普
通
法
人

特 別 法 人

区 分

確定法人税割額

事業年度数 税額

過事業
年度分
調定額

法人税割
調定額

⑩

うち決定
したもの

うち決定
したもの

確定申告
の

ないもの

中間納付額の
歳出還付額

当該年度に
収入したも

の 総数

前年度に
収入したも

の
50億円超

１０億円超
50億円以下



③ ④ ⑤ ⑥

232,579 219 68,906 1 370 0

491,169 1,141 168,279 28 12,044 0

375,739 2,251 117,982 7 5,664 0

1,099,487 3,611 355,167 36 18,078 0

0 0 0 1 93 0

0 0 0 0 0 0

-                 -                        -                     -                     -                   -                     

0 0 0 0 0 0

293 1 195 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,099,780 3,612 355,362 37 18,171 0

　等 割

義務者数

本金等の額

⑪ ⑩+⑪ ⑫

66 294 286 45,089 450,633 -                     -                   -                     

444 815 512 571,122 1,450,195 -                     -                   -                     

112 2,115 12,876 384,363 1,065,081 -                     -                   -                     

622 3,224 13,674 1,000,574 2,965,909 0 6,668 1,497

39 116 534 33,372 78,928 -                     -                   -                     

0 0 1,889 10,075 15,462 -                     -                   -                     

0 5 7 4,138 4,138 -                     -                   -                     

0 0 105 1,585 1,783 -                     -                   -                     

0 32 282 7,648 8,473 -                     -                   -                     

-           -         -                 0 0 -                     -                   -                     

-           -         -                 0 0 -                     -                   -                     

661 3,377 16,491 1,057,392 3,074,693 0 6,717 1,497

16

0

0

3,837

１億円超
10億円以下

事業
年度数

230

1,197

2,394

3,821

0

0

-                         

0

左記以外
1,000万円超

1億円以下

調定額

事業
年度数

確定法人税割額に
対応する前年度分

の中間申告額

税額

確定申告が
翌年度になる
中間申告額

確定申告期限が
翌年度となる
見込納付額

税額

既還付請求
利子割額が
過大である

場合の
納付額税額 事業

年度数

当該年度に
発生した

歳出還付額

（単位：千円、法人）

うち当該年度に
均等割に充当し

た利子割額

⑫のうち
利子割額

にかかる額
合計


